
 

報告第１３号 

 

 

 

損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 

 明石クリーンセンターにおける負傷事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第２項の規定により次のと

おり報告する。 

 

  令和７年６月９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 



専決第１２号 

 

 

 

   損害賠償額決定のこと 

 

 明石クリーンセンターにおける負傷事故の損害賠償額決定につき、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年５月１４日専決 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 
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記 

 

１ 損害賠償額  金 ４１，９８０円 

 

２ 相 手 方  明石市在住の個人 

 

３ 事故の内容  令和７年１月２４日明石クリーンセンターの管理棟内において、

環境産業局環境室収集事業課の職員が扉を押し開けた際、扉の反

対側にいた相手方の右足先を当該扉と地面の隙間に挟み、相手方

を負傷させたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、明石クリーンセンターにおける負傷事故の損害賠償額の決定につき、地

方自治法第１８０条第１項の規定に基づく市長専決処分事項第８項の規定により専

決処分したので、同法同条第２項の規定により報告するものである。 
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